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議員席前に設置した発言席で行う
一般質問（一問一答方式）

本 市 議 会 の

質問内容（議案外の質問に限ります）
本市の行政全般にかかわる事務の執行状況や
将来の方針等への疑問や提案などです。

質問時間
答弁を含め、一人当たり60分以内です。

高 

齢 

者

認
知
症
に
よ
る
行
方
不
明
者

　
　
　
の
早
期
発
見
に
向
け
て

問　
６
年
中
に
警
察
に
届
出
の
あ

っ
た
認
知
症
に
よ
る
行
方
不
明

者
数
は
、
前
年
よ
り
も
減
少
し
た

が
、
依
然
と
し
て
高
い
水
準
で
推

移
し
て
い
る
。
行
方
不
明
者
の
早

期
発
見
に
向
け
た
市
の
取
り
組
み

を
聞
き
た
い
。

答　
行
方
不
明
に
な
る
可
能
性
が

あ
る
高
齢
者
な
ど
を
対
象
に
、

探
索
機
器
を
貸
与
し
て
い
る
。
家

族
が
位
置
情
報
を
確
認
で
き
る
た

め
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
手
段
の

一
つ
と
考
え
て
い
る
。

問　
捜
索
支
援
の
ス
マ
ホ
ア
プ
リ

で
あ
る
「
み
ま
も
り
あ
い
ア
プ

リ
」
は
、
登
録
者
が
協
力
者
と
な

り
、
認
知
症
の
高
齢
者
を
は
じ
め

と
す
る
行
方
不
明
者
の
情
報
を
家

族
か
ら
受
信
で
き
る
た
め
、
地
域

力
の
あ
る
本
市
の
特
性
を
い
か
し

た
捜
索
が
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。

本
ア
プ
リ
の
登
録
者
を
、
さ
ら
に

増
や
す
た
め
の
周
知
方
法
は
。 

答　
認
知
症
関
連
の
普
及
啓
発
イ

ベ
ン
ト
参
加
者
や
、
認
知
症
高

齢
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
等
を
通

じ
て
ア
プ
リ
を
周
知
し
て
い
る
。

ま
た
、
捜
索
に
協
力
す
る
活
動
だ

け
で
は
な
く
、
地
域
で
の
見
守
り

が
当
た
り
前
に
な
る
こ
と
を
目
指

し
、
普
及
啓
発
を
図
っ
て
い
く
。

高
齢
者
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・

　
　
ポ
イ
ン
ト
制
度
の
存
続
を

問　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
行
う
と
ポ

イ
ン
ト
が
付
与
さ
れ
、
買
い
物

券
と
交
換
で
き
る
高
齢
者
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
・
ポ
イ
ン
ト
制
度
を
７
年

度
末
で
終
了
し
、
八
王
子
て
く
て

く
ポ
イ
ン
ト
（
て
く
ポ
）
へ
の
移

行
を
市
は
進
め
て
い
る
。
こ
の
制

度
が
無
く
な
る
こ
と
を
惜
し
む
方

も
い
る
た
め
、
存
続
で
き
な
い
か
。

答　
ど
ち
ら
の
ポ
イ
ン
ト
制
度
も
、

介
護
予
防
を
目
的
と
し
た
取
り

組
み
で
あ
る
。
て
く
ポ
は
、
日
々

の
歩
数
や
脳
ト
レ
、
イ
ベ
ン
ト
参

加
等
で
も
ポ
イ
ン
ト
が
付
与
さ
れ
、

よ
り
多
く
の
方
に
、
さ
ら
な
る
介

護
予
防
に
つ
な
が
る
働
き
掛
け
が

で
き
る
こ
と
か
ら
、
高
齢
者
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
・
ポ
イ
ン
ト
制
度
を
発

展
的
に
存
続
で
き
る
も
の
と
考
え

て
い
る
。

高
齢
者
が
安
心
し
て

　
　
過
ご
せ
る
ま
ち
に
向
け
て

問　
高
齢
者
が
安
心
し
て
過
ご
せ

る
ま
ち
に
す
る
た
め
に
も
、
さ

ら
な
る
支
援
体
制
の
強
化
が
必
要

と
考
え
る
が
ど
う
か
。

答　
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
た

科
学
的
根
拠
に
基
づ
く
健
康
づ

く
り
と
、
地
域
で
の
支
え
合
い
な

ど
の
施
策
を
推
進
し
、
誰
も
が
い

き
い
き
と
安
心
し
て
年
を
重
ね
る

こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
づ
く
り
を

進
め
て
い
る
。
引
き
続
き
、
必
要

な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る
環
境

づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

健
康
・
医
療

マ
イ
ナ
保
険
証

　
　
　
　
　
利
用
へ
の
対
応
は

問　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
健

康
保
険
証
を
一
体
化
し
た
、
マ

イ
ナ
保
険
証
利
用
に
よ
る
ト
ラ
ブ

ル
の
約
30
％
が
電
子
証
明
書
※
の

有
効
期
限
切
れ
に
よ
る
と
の
こ
と

だ
が
、
こ
れ
に
よ
り
医
療
保
険
を

利
用
で
き
な
い
期
間
は
あ
る
の
か
。

答　
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
が　

切
れ
て
も
、
３
カ
月
間
は
マ
イ

ナ
保
険
証
を
有
効
に
利
用
で
き
る
。

ま
た
、
無
効
に
な
る
前
に
資
格
確

認
書
を
送
付
す
る
た
め
、
引
き
続

き
国
民
健
康
保
険
は
利
用
で
き
る
。

問　
マ
イ
ナ
保
険
証
保
有
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
健
康
保

険
加
入
者
全
員
に
資
格
確
認
書
を

送
付
す
る
自
治
体
も
あ
る
。
市
民

の
安
全
・
安
心
に
つ
な
が
る
取
り

組
み
を
推
進
す
る
本
市
で
も
、
一

斉
送
付
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答　
法
令
上
、
一
斉
送
付
は
想
定

さ
れ
て
い
な
い
。
加
入
者
及
び

市
内
医
療
機
関
等
に
支
障
や
混
乱

が
生
じ
な
い
よ
う
、
関
係
法
令
等

に
基
づ
き
適
切
に
対
応
し
て
い
く
。

現
状は

今後は

課題は

※ 本人であることを電子的に証明するもので、書面での印鑑証明書に代わるもの。コンビニエンスストアでの住民票の写しの交付時等  
にも利用する

靴などに取り付け、位置情報を確認で
きる探索機器貸与サービス

みまもりあい
アプリ登録は⇒こちら

マイナ保険証を所有していない方や、期
限切れの場合に送付される資格確認書

アプリ画面イメージ


